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◆産業保健に係る専門的相談への対応

◆事業者・労働者・産業保健スタッフへの研修・セミナー

◆メンタルヘルス対策の普及促進

◆治療と仕事の両立支援の普及促進

◆産業保健に関する情報提供

あ き た さ ん ぽ

秋田産業保健総合支援センターの事業内容

産保センターは全国47
都道府県に1か所づつ
設置されてるぞぉ～
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新型コロナウイルス感染症の
「罹患後症状（ いわゆる後遺症） 」に悩む方の
治療と仕事の両立に向けたご案内
【チラシのダウンロード】
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001181709.pdf

厚生労働省からこんな
チラシが出されている

ぞぉ～
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相談聞くぞぉ～
・・・でもこれだと何をしてく
れるところかわかりずらいね。
どんなことをするのか説明

するね。
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OK

病院 労働者（患者） 事業場

意見 相談
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事業場

配慮はいつまで必要なの？

働いても大丈夫なの？

なまけてるだけじゃない？それホント？ 倦怠感・・・
見た目じゃわからない。

診断書を持っ
てきてください。
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診断書

氏名 秋田 保子 様

病名 うつ状態

〇月×日から就業可、要軽作業

△△クリニック

×× ××

病気であることはわかった。
でもやはり配慮はいつまで必要なのか見通しが立たない。そもそも軽作業なん
て・・・デスクワークのこと？うちにはそんな仕事ないんだけど・・・
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【ガイドラインのダウンロード】
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/dl/download/guidelin

e.pdf

P.１４～P.１６の説明をします

こんな時は・・・
「事業場における
治療と仕事の両立支援のための
ガイドライン」
を活用しましょう！
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事業場 労働者（患者） 病院

①共同して勤務情
報提供書を作成

② ①の文書を主治医に渡す

③主治医意見書を作成④ ③を事業場に渡し、
両立支援の申出

労働者が仕事を継続するため、配慮を受けるために

事業場ができうる配慮を知ろう

情報提供書から労働者の働き方や事業場のことを知る
事業場ができうる範囲の配慮を模索して伝える
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勤務情報提供書

勤務情報を主治医に提供する際の様式例 P14

【PDF版】

【WORD版】

勤務情報を主治医に提供する際の様式例 

 

 （主治医所属・氏名） 先生 

  今後の就業継続の可否、業務の内容について職場で配慮したほうがよいことなどについて、先

生にご意見をいただくための従業員の勤務に関する情報です。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

従業員氏名  生年月日    年   月   日 

住所 ➢  
 

職  種 ※事務職、自動車の運転手、建設作業員など 

職務内容 

➢ （作業場所・作業内容） 

 

 

 

□体を使う作業（重作業） □体を使う作業（軽作業） □長時間立位 

□暑熱場所での作業    □寒冷場所での作業    □高所作業 

□車の運転        □機械の運転・操作    □対人業務 

□遠隔地出張（国内）   □海外出張        □単身赴任 

勤務形態 □常昼勤務 □二交替勤務 □三交替勤務 □その他（       ） 

勤務時間 

  時  分 ～  時  分（休憩  時間。週  日間。） 

（時間外・休日労働の状況：                    ） 

（国内・海外出張の状況：                     ） 

通勤方法 

通勤時間 

□徒歩 □公共交通機関（着座可能） □公共交通機関（着座不可能） 

□自動車 □その他（        ） 

通勤時間：（            ）分 

休業可能期間 
   年  月  日まで（   日間） 

（給与支給 □有り □無し 傷病手当金●％ ） 

有給休暇日数 残   日間 

その他 

特記事項 

 

 

利用可能な 

制度 

□時間単位の年次有給休暇 □傷病休暇・病気休暇 □時差出勤制度 

□短時間勤務制度 □在宅勤務（テレワーク） □試し出勤制度 

□その他（              ） 

 

上記内容を確認しました。 

 平成   年  月  日   （本人署名）                

平成   年  月  日   （会社名）                 

拡大して
みてみよう。
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工場作業員

工場のライン作業にて、モールドを用いたプレス作業
加熱を伴うため冷却設備を導入しても暑く、プレス作業機器
が重量物となる

作業内容がよくわからないところもあるけど、軽作業ではないし、
交替勤務もあるなかなか重労働な仕事だとわかった。
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● ▲ ■

60％

０

60

立位だが現状よりも労作の少ない業務に異動可能
日勤帯の勤務のみにすること可能

座ってできるような仕事（軽作業）はないんだなぁ。でも何か配慮をして
あげようって気持ちはあるみたいだ。
有給はないけど、休業可能期間がまだあるから、もう少し復職可能日をず
らした方がいいかもしれない。
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医師の意見書

◆ 治療の状況や就業継続の可否等について
主治医の意見を求める際の様式例 P15

【PDF版】 【WORD版】

◆ 職場復帰の可否等について主治医の意見
を求める際の様式例 P16

【PDF版】 【WORD版】

治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 

（診断書と兼用） 

 

 

上記のとおり、診断し、就業継続の可否等に関する意見を提出します。 

  平成   年  月  日   （主治医署名）                   

 (注)この様式は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立できるよう、職場での対応を検討するために使用

するものです。この書類は、患者本人から会社に提供され、プライバシーに十分配慮して管理されます。 

患者氏名  生年月日    年   月   日 

住所 ➢  

病名 ➢  

現在の症状 

（通勤や業務遂行に影響を及ぼし得る症状や薬の副作用等） 

 

治療の予定 

（入院治療・通院治療の必要性、今後のスケジュール（半年間、月 1 回の通院が必要、等）） 

 

退院後／治療中

の就業継続 

の可否 

□可     （職務の健康への悪影響は見込まれない） 

□条件付きで可（就業上の措置があれば可能） 

□現時点で不可（療養の継続が望ましい） 

業務の内容につい

て職場で配慮した

ほうがよいこと 

（望ましい就業上

の措置） 

例：重いものを持たない、暑い場所での作業は避ける、車の運転は不可、残業を避ける、長期の出張や

海外出張は避ける など 

注）提供された勤務情報を踏まえて、医学的見地から必要と考えられる配慮等の記載をお願いし

ます。 

その他配慮事項 

例：通院時間を確保する、休憩場所を確保する など 

注）治療のために必要と考えられる配慮等の記載をお願いします。 

上記の措置期間      年   月   日 ～     年    月    日 

上記内容を確認しました。 

 平成   年  月  日   （本人署名）                

拡大して
みてみよう。
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労作の少ない業務への異動
日勤帯の勤務 残業不可

椅子の準備

当初より休業期間を延長したうえで作成

現時点では期間の見通しが立たない
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【両立支援カードのダウンロード】
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/dl/download/card.pdf

こんなのもあるよ。

「治療と仕事の両立支援カード」

R6年度から紹介
されてるぞぉ～
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事業場 労働者（患者） 病院

① 勤務情報提供書を
作成し 主治医に渡す

② 主治医意見書を作成③ ②を事業場に渡し、
両立支援の申出

ガイドラインとカードの違い

情報提供書作成に関して事業場を経由しない
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一問一答方式、ほとんどが で記載可能
記載が簡便になる
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テレワークであれば働けると思います。テレワークにしたいです。

なるほど、テレワークで勤務ができるのであれば大丈夫だろう。
『テレワークで就業可能』の記載でばっちりだな。
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確かにテレワークは職種によっては可能な時があります。
しかし今回の労働者は営業職で、テレワークができるような業務はありませんし、
労働者はテレワークを行える職種についてのスキルがないのです。
配慮として考えられるのは、パートタイム労働者の業務に単純入力作業がありま
す。同一労働同一賃金の観点から、正社員の労働者を長期にこの業務にするこ
とはできませんが、期間限定であれば異動可能です。座位仕事なので少しは楽な
のではないかと思います。または営業職のままでも短時間勤務をすることは、その
分無給にはなりますが可能です。

NO！

労働者
してもらいたい配慮 > 事業場で行える配慮

事業場の制度などに疎い場合がある
＝事業場が行えない配慮を要求する可能性がある

できるだけ

ガイドライン > カード
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✓ 労働者だけでなく事業場側にもガイドラインについて説明

✓ 事業場側に勤務情報提供書の作成アドバイス

✓ 事業場の就業規則の見直しアドバイス

労働者が仕事を継続する配慮を受けるために

事業場ができうる配慮をひきだそう

診察室で説明する
のは大変だぞぉ～
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そこで！さんぽセンターを活用しよう！！

働くときは配慮をしてもらった方がいいと思う。会社にお願いするのは難しいかな？

困ったことがあるときは、こんなところに相談できるようだよ。
⇒カードをちらり

こちらで紹介されるようなくわしい診断書が欲しい時は協力するよ。
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さんぽセンターは
事業場にも説明に

行くぞぉ～

さんぽセンターは
３者をつなぐ橋わたし役

医療機関 事業場

労働者
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ご清聴ありがとうございました

さんぽセンターを
よろしくだぞぉ～
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